
 

 

次期経営計画《最終案》について 

（素案から最終案までの検討の経過） 

１ 「素案」について                                     

⑴ 「素案」に対する主な意見等 

  ① 県議会意見 

・ これまで以上に全力を尽くし医師の大幅増員を図ってほしい 

・ 働きがいや魅力ある労働環境の改善を図るため看護師の大幅増員を図ってほしい 

  ② 市町村意見 

・ 医師の確保に努めてほしい（宮古市、山田町、軽米町ほか） 

・ 現在の体制（病院・診療科）を維持してほしい（花巻市、岩手町、大槌町、軽米町） 

 ⑵ 「素案」に対する意見等を踏まえた見直し                          

県議会、市町村からの意見等を踏まえ職員配置計画及び収支計画を見直し、「中間案」を作成。

（市町村意見に対する回答は別紙１のとおり） 

① 職員配置計画の見直し（別紙２のとおり） 

    医師確保対策の強化による医師数の見直し（38人→81人（素案比 43人増）） 

    産休育休補充等による看護師数の見直し（△24人→66人（素案比 90人増）） 

  ② 収支計画の見直し 

職員配置計画の見直し等に伴う収支計画の見直し 

 

２ 「中間案」について                                    

⑴ 「中間案」に対するパブリック・コメントの実施                       

  ① 趣旨 

    次期経営計画《中間案》について県民から意見を募集し、「最終案」作成の参考にしようとす

るもの。 

  ② 実施時期 

平成 30年 9月 28日（金）～平成 30年 10月 24日（水） 

  ③ 意見等の提出人数 

    127人 

  ④ 意見等の分類・件数等 

意見等の分類 意見等件数 

医師・看護師等の確保による医療提供体制の充実 84 

地域診療センターの医療提供体制の充実（病床の復活） 17 

救急体制の充実（復活） 11 

紹介状・予約の改善 11 

職場環境の改善・充実 18 

その他 45 
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⑵ 意見等への対応 

  ① 意見等の区分 

「パブリック・コメント制度の実施に関する要綱」の解釈・運用に定める反映区分に準じて

対応を整理する。 

区 分 内 容 意見等件数 

Ａ（全部反映） 意見の内容の全部を反映し、計画等の案を修正したもの 1 

Ｂ（一部反映） 意見の内容の一部を反映し、計画等の案を修正したもの 1 

Ｃ（趣旨同一） 意見と計画等の案の趣旨が同一であると考えられるもの 111 

Ｄ（参考） 計画等の案を修正しないが、施策等の実施段階で参考とするもの 17 

Ｅ（対応困難） Ａ・Ｂ・Ｄの対応のいずれも困難であると考えられるもの 45 

Ｆ（その他） その他のもの（計画等の案の内容に関する質問等） 11 
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  ② 主な見直し内容 

    経営計画の推進・評価体制についての意見を踏まえ、計画を実行するための重点取組事項を

設定すること、第三者委員で構成する経営委員会による審議を経て公表することについて明記

したこと。 

 

３ 「最終案」について                                    

○ 「最終案」に対する次期経営計画検討委員会の主な意見等及び対応  

   「中間案」で見直しを行った看護部門と同様に、医療技術部門についても、「産育休等に対する

職員の確保」に関する意見があり、6年間で 36人の増員を行うこととしたこと。 

   併せて、職員配置計画の見直しの伴い、収支計画・経営指標について見直しを行ったこと。 

 

 ※ 素案から最終案の新旧対照については、別紙２のとおり。 

 


